
(電
波
法
の

一

電
波
法
及
び
放
送
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律 

部
改
正 
)

第

一
条

電
波
法 

(昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十

一
号
)
の

一

第
五
条
第
三
項
第
三
号
中

｢第
二
十
七
条
の
十
五
第

一
項
｣
の
下
に

衛
星
局
｣
と
い
う 
.
)
｣
の
下
に

｢
又
は
移
動
受
信
用
地
上
放
送 

放
送
を
い
う
｡
以
下
同
じ
｡ 
)
を
す
る
無
線
局
｣
を 
'

･
を
す
る
特
定
放
送
局
｣
を
加
え
る
｡

第
六
条
第

一
項
第
七
号
中

｢第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
｣
の
下
に

.第
二
十
六
条
第
二
項
中

｢第 
1
号
｣
の
下
に

｢及
び
第
四
号
｣
を
加
え
る 

第
二
十
七
条
の
十
二
第

一
項
中

｢電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
陸
上
に
開
設
す
る
移
動
す
る
無
線
局

当
該
電
気
通
信
業
務
の
た
め
の
無
線
通
信
｣
を

｢次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
項
｣
に
改
め
､
同
項
に
次
の
各
号
を

加
え
る
｡

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

｢
又
は
第
二
項
｣
を
加
え
､
同
条
第
四
項
中

(放
送
法
第
二
条
第
二
号
の
二
の .六
の
移
動
受
信
用
地
上

｢開
設
す
る
特
定
放
送
局
｣
の
下
に

｢
又
は
移
動
受
信
用
地
上
放
送

｢､
第
二
十
七
条
の
十
三
第
二
項
第
七
号
｣
を
加
え
る
｡ 

O

又
は
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
の
全
部
を
含
む
区
域
を
そ
の
移
動
範
囲
と
す
る
も
の
に
限
る
｡ 
)
の
移
動
範
囲
に
お
け
る

｢人
工

二



一

電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
陸
上
に
開
設
す
る
移
動
す
る
無
線
局

二

又
は
二
以
上
の
都
道
府
県
の

区
域
の
全
部
を
含
む
区
域
を
そ
の
移
動
範
囲
と
す
る
も
の
に
限
る
｡ 
)
の
移
動
範
囲
に
お
け
る
当
該
電
気
通
信
業
務
の

た
め
の
無
線
通
信

二

移
動
受
信
用
地
上
放
送
に
係
る
放
送
対
象
地
域 

(放
送
法
第
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
放
送
対
象
地
域

を
い
う
｡
次
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
｡ 
)
に
お
け
る
当
該
移
動
受
信
用
地
上
放
送
の
受
信

第
二
十
七
条
の
十
三
第

一
項
中

｢次
項
第
四
号
｣
を

｢次
項
第
五
号
｣
に
改
め
､

｢同
じ
｡ 
)
｣
の
下
に

｢
又
は
放
送
系 

(放
送
法
第
二
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
放
送
系
を
い
う
｡
次
項
第
五
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第
四
項
第
三
号
に

お
い
て
同
じ
｡ 
)
｣
を
加
え
､
同
条
第
二
項
中

｢次
に
掲
げ
る
事
項
｣
の
下
に

｢
(移
動
受
信
用
地
上
放
送
を
す
る
特
定
基

地
局 

(電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
｡
以
下
同
じ
｡ 
)
以
外
の
特
定
基
地
局
に
係
る
開
設
計
画

に
あ

つ
て
は
､
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
｡ 
)
｣
を
加
え
､
第
六
号
を
第
十
号
と
し
､
第
五
号
を
第

六
号
と
し
､
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
｡

七

当
該
放
送
系
に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
特
定
基
地
局
に
係
る
無
線
設
備
の
工
事
費
及
び
無
線
局
の
運
用
費
の
支
弁
方
法

八

事
業
計
画
及
び
事
業
収
支
見
積



九

放
送
事
項

第
二
十
七
条
の
十
三
第
二
項
第
四
号
中

｢通
信
系
｣
の
下
に

｢
又
は
当
該
放
送
系
｣
を
加
え
､
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し

･
同
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
､
同
項
第
二
号
中

｢移
動
範
囲
｣
の
下
に

｢
又
は
特
定
基
地
局
に
よ
り
行
わ
れ
る
移
動

受
信
用
地
上
放
送
に
係
る
放
送
対
象
地
域
｣
を
加
え 
'
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
､
同
項
第

一
号
を
同
項
第
二
号
と
し
､
同

項
に
第

一
号
と
し
て
次
の

一
号
を
加
え
る
｡

一

特
定
基
地
局
の
目
的

第
二
十
七
条
の
十
三
第
四
項
第
三
号
中

｢通
信
系
｣
の
下
に

｢
又
は
放
送
系
｣
を
加
え
､
同
条
第
五
項
中

｢第
五
条
第
三

項
各
号
｣
を

｢第

一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
､
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
､
当
該
各
号
に
定
め

る
規
定
｣
に
､

｢者
に
対
し
て
｣
を

｢と
き
｣
に
､

｢第

一
項
｣
を

｢
同
項
｣
に
改
め
､
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
｡ 

7

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
開
設
計
画
が
移
動
受
信
用
地
上
放
送
を
す
る
特
定
基
地
局 

(他
人
の
委
託
に
よ
り
､
そ
の

､
放
送
番
組
を
そ
の
ま
ま
送
信
す
る
放
送
を
す
る
も
の
に
限
る
｡ 
)
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

第
五
条
第

一
項
各
号
又

は
第
三
項
各
号

二

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
開
設
計
画
が
移
動
受
信
用
地
上
放
送
を
す
る
特
定
基
地
局 

(他
人
の
委
託
に
よ
り
､
そ
の



放
送
番
組
を
そ
の
ま
ま
送
信
す
る
放
送
を
す
る
も
の
を
除
く 

)
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

第
五
条
第
四
項
第

言
下

､
第
二
号
又
は
第
四
号

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

第
五
億
第
三
項
各
号

第
二
十
七
条
の
十
四
第

一
項
中

｢同
条
第
二
項
第
三
号
｣
を

｢同
条
第
二
項
第

一
号
及
び
第
四
号
｣
に
改
め
る
｡

第
二
十
七
条
の
十
五
第
三
項
中

｢前
二
項
｣
を

｢前
三
項
｣
に
改
め
､
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
､
同
条
第
二
項
を
同
条

O

廉
三
項
と
し
､
同
条
滞

一
項
を
同
条
第
二
項
と
し
､
同
条
に
第

一
項
と
し
て
次
の

一
項
を
加
え
る
｡


総
務
大
臣
は
､
次
の
各
号
に
掲
げ
る
認
定
南
設
者
が
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と


き
は
､
そ
の
認
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡


一

移
動
受
信
用
地
上
放
送
を
す
る
特
定
基
地
局 

(他
人
の
委
託
に
よ
り
､
そ
の
放
送
番
組
を
そ
の
ま
ま
送
信
す
る
放
送


を
す
る
も
の
に
限
る
｡ 
)
に
係
る
認
定
開
設
者

第
五
条
第

一
項
各
号


二

移
動
受
信
用
地
上
放
送
を
す
る
特
定
基
地
局 

(他
人
の
委
託
に
よ
り
､
そ
の
放
送
番
組
を
そ
の
ま
ま
送
信
す
る
放
送


O 

を
す
る
も
の
を
除
く 

)
に
係
る
認
定
開
設
者

第
五
条
第
四
項
第 
1
号
､
第
二
号
又
は
第
四
号

第
二
十
七
条
の
二
十
七
及
び
第
二
十
七
条
の
二
十
八
中

｢第
二
十
七
条
の
十
五
第
二
項
｣
を

｢第
二
十
七
条
の
十
五
第
三 

4
 



項
｣
に
改
め
る
｡

第
九
十
九
条
の
十

一
第

一
項
第
三
号
中

｢第
二
十
七
条
の
十
五
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
｣
を

｢第
二
十
七
条
の
十
五
第

二
項
若
し
く
は
第
三
項
｣
に
改
め
る
｡

附
則
に
次
の

一
項
を
加
え
る
｡ 

(電
波
利
用
料
の
特
例 
) 

15

第
百
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
､
当
分
の
間
､
同
項
中

｢十

電
波
の
能
率
的
な
利
用
を
確
保
し

､
又
は
電
波
の
人
体
等

へ
の
悪
影
響
を
防
止
す
る
た
め
に
行 
-
周
波
数
の
使
用
又
は
人
体
等
の
防
護
に
関
す
竜
リ
テ
ラ
シ

｢十

電
波
の
能
率
的
な
利
用
を
確
保
し
､
又
は
電 

-
の
向
上
の
た
め
の
活
動
に
対
す
る
必
要
な
援
助
｣
と
あ
る
の
は
､

十
の
二

テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送 

(人
工
衛
星
局
に

波
の
人
体
等

へ
の
悪
影
響
を
防
止
す
る
た
め
に
行 
-
周
波
数
の
使
用
又
は
人
体
等
の
防
護
に
関
す
る
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上

よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
｡
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
｡ 
)
を
受
信
す
る
こ
と
の
で
き
る
受
信
設
備
を
設
置
し
て
い

の
た
め
の
活
動
に
対
す
る
必
要
な
援
助

る
者 

(デ
ジ
タ
ル
信
号
に
よ
る
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
の
う
ち
､
静
止
し
､
又
は
移
動
す
る
事
物
の
瞬
間
的
影
像
及
び
こ
れ



に
伴
う
音
声
そ
の
他
の
音
響
を
送
る
放
送 

(以
下
こ
の
号
に
お
い
て

｢地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
｣
と
い
う
｡ 
)
を
受
信
す
る

こ
と
の
で
き
る
受
信
設
備
を
設
置
し
て
い
る
者
を
除
く
｡ 
)
の
う
ち
､
経
済
的
困
難
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
地
上
デ
ジ
タ

ル
放
送
の
受
信
が
困
難
な
者
に
対
し
て
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
受
信
に
必
要
な
設
備
の
整
備
の
た
め
に
行
う
補
助
金
の
交

と
す
る
｡

付
そ
の
他
の
援
助
｣ 

(放
送
法
の

一
部
改
正 
)

第
二
条

放
送
法 

(昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号 
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
二
条
第 
7
号
の
三
中

｢無
線
局
｣
の
下
に

｢
又
は
移
動
受
信
用
地
上
放
送
を
す
る
無
線
局
｣
を
加
え
､
同
条
第
二
号
の

二
の
五
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
｡

二
の
二
の
六

｢移
動
受
信
用
地
上
放
送
｣
と
は
､
自
動
車
そ
の
他
の
陸
上
を
移
動
す
る
も
の
に
設
置
し
て
使
用
し
､
又 

6
 



は
携
帯
し
て
使
用
す
る
た
め
の
受
信
設
備
に
よ
り
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
放
送
で
あ
っ
て
､
人
工
衛
星
の
無

線
局
以
外
の
無
線
局
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
｡

第
二
条
の
二
第
六
項
中

｢受
託
放
送
事
業
者
｣
の
下
に

｢
(人
工
衛
星
の
無
線
局
の
免
許
を
受
け
た
者
に
限
る
｡ 
)
｣
を

加
え
る
｡

第
九
条
の
四
第

一
項
中

｢リ
ま
で
｣
を

｢
ヌ
ま
で
｣
に
改
め
､
同
条
第
二
項
中

｢第
五
十
二
条
の
十
七
第
二
項
｣
を

｢第

五
十
二
条
の
十
七
第
二
項
第

一
号
｣
に
改
め
る
｡

第
五
十
二
条
の
八
第

一
項
第

一
号
中

｢場
合 

(｣
を

｢場
合
又
は
移
動
受
信
用
地
上
放
送
を
す
る
場
合 

(
い
ず
れ
も
｣
に

改
め
､
同
条
第
三
項
中

｢行
う

一
般
放
送
事
業
者
｣
の
下
に

｢及
び
移
動
受
信
用
地
上
放
送
を
行
う

一
般
放
送
事
業
者
｣
を

加
え
る
｡

第
五
十
二
条
の
十
三
第

一
項
第
五
号
中

｢ク
ま
で
｣
を

｢
ヌ
ま
で
｣
に
改
め
､
同
号

へ
中

｢第
五
号
｣
を

｢第
六
号
｣
に

改
め
､
同
号
リ
中

｢チ
ま
で
｣
を

｢リ
ま
で
｣
に
改
め
､
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
､
同
号
チ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

リ

電
波
法
第
二
十
七
条
の
十
五
第 
7
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
取
消
し
を
受
け
､
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経

過
し
な
い
者



1 第
五
十
二
条
の
十
三
第
二
項
第
四
号
中

｢人
工
衛
星
の
放
送
局
｣
を

｢無
線
局
が
人
工
衛
星
の
無
線
局
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
当
該
無
線
局
｣
に
改
め
､

｢位
置
｣
の
下
に

｢､
委
託
の
相
手
方
の
無
線
局
が
移
動
受
信
用
地
上
放
送
を
す
る
無
線

局
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
移
動
受
信
用
地
上
放
送
に
関
し
希
望
す
る
放
送
対
象
地
域
｣
を
加
え
る
｡

第
五
十
二
条
の
十
四
第

一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
第
五
号
中

｢人
工
衛
星
の
放
送
局
｣
を

｢無
線
局
が
人
工
衛
星
の
無
線

局
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
当
該
無
線
局
｣
に
改
め
､

｢位
置
｣
の
下
に

｢､
委
託
の
相
手
方
の
無
線
局
が
移
動
受
信
用
地

上
放
送
を
す
る
無
線
局
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
当
該
移
動
受
信
用
地
上
放
送
に
係
る
放
送
対
象
地
域
｣
を
加
え
る
｡

第
五
十
二
条
の
十
七
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡ 

2

総
務
大
臣
は
､
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
､
委
託
放
送
事
業
者
の
申
請
に
よ
り
､
第
五
十
二
条
の
十

四
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
指
定
を
変
更
す
る
｡ 

委
託
放
送
事
業
者
の
委
託
の
相
手
方 

(以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢委
託
の
相
手
方
｣
と
い
う 
C 
)
の
無
線
局
が
人
工

衛
星
の
無
線
局
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
､
電
波
法
の
規
定
に
よ
り
､
委
託
の
相
手
方
以
外
の
者
が
当
該
委
託
に
係
る

人
工
衛
星
の
軌
道
若
し
く
は
位
置
及
び
周
波
数
を
そ
の
免
許
状
に
記
載
す
べ
き
受
託
国
内
放
送
若
し
く
は
受
託
内
外
放

送
を
す
る
無
線
局
の
免
許
を
受
け
た
と
き
又
は
委
託
の
相
手
方
が
当
該
委
託
に
係
る
人
工
衛
星
の
軌
道
若
し
く
は
位
置



に
つ
い
て
変
更
の
許
可
若
し
く
は
当
該
委
託
に
係
る
周
波
数
に

つ
い
て
指
定
の
変
更
を
受
け
た
と
き
｡

二

委
託
の
相
手
方
の
無
線
局
が
移
動
受
信
用
地
上
放
送
を
す
る
無
線
局
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
､
電
波
法
の
規
定
に

ょ
り
委
託
の
相
手
方
以
外
の
者
が
当
該
委
託
に
係
る
放
送
対
象
地
域
内
の
放
送
区
域
及
び
周
波
数
を
そ
の
免
許
状
に
記

載
す
べ
き
受
託
国
内
放
送
を
す
る
無
線
局
の
免
許
を
受
け
た
と
き
若
し
く
は
委
託
の
相
手
方
が
当
該
委
託
に
係
る
周
波

数
に

つ
い
て
指
定
の
変
更
を
受
け
た
と
き
又
は
第
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
放
送
普
及
基
本
計
画

を
変
更
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
委
託
に
係
る
放
送
対
象
地
域
に
つ
い
て
変
更
が
あ

っ
た
と
き
｡

三

前
二
号
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
き
｡

第
五
十
二
条
の
二
十 
E
]第
二
項
中

｢
T
に
｣
を

｢
い
ず
れ
か
に
｣
に
改
め
､
同
項
第
五
号
中

｢人
工
衛
星
の
｣
を
削
り
､

同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
､
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の

言
方
を
加
え
る
｡

五

移
動
受
信
用
地
上
放
送
を
す
る
無
線
局
に
係
る
電
波
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第

一
項
の
開
設
計
画
の
認
定
を
受
け
て

い
る
委
託
放
送
事
業
者
が
同
法
第
二
十
七
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
｡

第
五
十
二
条
の
三
十
第

一
項
中

｢人
工
衛
星
の
無
線
局
以
外
の
無
線
局
｣
を

｢無
線
局
で
あ

っ
て
､
人
工
衛
星
の
無
線
局

及
び
移
動
受
信
用
地
上
放
送
を
す
る
無
線
局
の
い
ず
れ
で
も
な
い
も
の
｣
に
改
め
､
同
条
第
二
項
第
五
号

二
中

｢第
五
号
｣ 
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を

｢第
六
号
｣
に
改
め
､
同
号
卜
中

｢第
二
十
七
条
の
十
五
第

一
項
｣
の
下
に

｢
又
は
第
二
項
｣
を
加
え
る
｡

第
五
十
二
条
の
三
十
二
第
二
項
中

｢行
-

一
般
放
送
事
業
者
｣
の
下
に

｢及
び
移
動
受
信
用
地
上
放
送
を
行
う

一
般
放
送

事
業
者
｣
､を
加
え
る
｡

附

則 

(施
行
期
日 
)

第

一
条

こ
の
法
律
は
､
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
｡

た
だ
し
､
第 
1
条
中
電
波
法
附
則
に 
1
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
､ 
.公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
､｡ 

(開
設
計
画
に
関
す
る
経
過
措
置 
)

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
波
法 

(以
下

｢旧
電
波
法
｣
と
い
う
｡ 
)
第
二
十

七
条
の
十
三
第 
1
項
の
規
定
に
よ
り
璽

足
を
受
け
て
い
る
開
設
計
画
は
､
電
気
通
信
業
務 

(電
気
通
信
事
業
法 

(昭
和
五
十

九
年
法
律
第
八
十
六
号 
)
第
二
条
第
六
号
の
電
気
通
信
業
務
を
い 
-
｡
次
項
に
お
い
て
同
じ
｡ 
)
を
行
う
こ
と
を
第

一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
波
法 

(以
下

｢新
電
波
法
｣
と
い 
-
0
)
第
二
十
七
条
の
十
三
第
二
項
第

一
号
に
掲
げ
る
特
定
基

地
局
の
目
的
と
し
て
記
載
し
て
同
条
第

一
項
の
認
定
を
受
け
た
開
設
計
画
と
み
な
す
｡ 
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2

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
電
波
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
開
設
計
画
は
､
電

気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
新
電
波
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
二
項
第

一
号
に
掲
げ
る
特
定
基
地
局
の
目
的
と
し
て
記
載
し

l

て
同
条
第 

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
滝
の
と
み
な
す 
. 

(検
討 
)

第
三
条

政
府
は
､
こ
の
陰
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
､
新
電
波
法
及
び
第
二
条
の
規
定
に
ま
る
改
正
後

の
放
送
法
の
施
行
状
況
､
社
会
経
済
情
勢
の
凌
化
等
を
勘
案
し
､
同
法
第
二
条
第
二
号
の
二
の
六
の
移
動
受
信
用
地
上
放
送

に
関
連
す
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
､
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
､
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
｡ 
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理

由

電
波
の
有
効
利
用
を
推
進
す
る
観
点
か
ら 
,
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送

へ
の
円
滑
な
移
行
を
推
進
す
る
た
め
電
波

利
用
料
の
使
途
の
範
囲
を
当
分
の
間
拡
大
す
る
と
と
も
に 
'
当
該
移
行
に
よ
っ
て
空
く
こ
と
と
な
る
周
波
数
帯
を
利
用
し
た
移

動
受
信
用
地
上
放
送
の
早
期
実
現
を
図
る
た
め
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
｡
こ
れ
が
へ
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理

由
で
あ
る
｡


